
【このガイド内、Web申請システム申請書作成ボタンより手
　続き可能です。】

Web申請システム
で業務廃止届出書を
作成する

作成済みの業務廃止
届出書がメール添付
で届く

必要書類を同封し
簡易書留で郵送

業務廃止届出書を印
刷し、必要事項を記
入、押印してくださ
い。

【このガイド内、Web申請システム申請書作成ボタンより手続き可能です。】

https://www.rccm-cpd.com/rccm/rccmtop.html
https://www.rccm-cpd.com/rccm/sg/sguide_1.html
https://www.rccm-cpd.com/rccm/sg/funshitsu.pdf


提　出　先：一般社団法人建設コンサルタンツ協会　RCCM資格制度事務局
〒１０２-００７５
東京都千代田区三番町1番地（KY三番町ビル８F）

郵送の場合：上記住所宛に封筒（角２サイズ）に必要書類を同封の上、折り曲げずに簡易書留で
送付してください。

持参の場合：祝祭日を除く月曜日～金曜日９：００～１７：００の間にお越しください。
　（１２：００～１３：００は昼休みの為、受付しておりません。）   

＊年末年始は、受付可能かを電話でご確認ください。（TEL:０３-３２２１-８８５５）

業務廃止届出書作成はこちら Web申請システム
申請書作成

https://www.jcca-si.jp/rccmWebTop.do?gyomuHaiMail


Web申請システムの手続きについて
５
業
廃

⑤設定したアドレス宛に「登録申請案内（自動配信）」

が送信されます。

②「業務廃止届提出受付通知（自動配信）」

が送信されます。

入力いただいた内容の確認メールです。

この後、受付サーバーからＲＣＣＭシステムにデータが

送られ、個人特定及び登録可否の判定が行われます。

個人特定が完了し、登録可能判定となった場合に次の

メールが送信されます。

①設定したアドレス宛に

「業務廃止届提出案内（自動配信）」

が送信されます。

メールの中に申請フォームへのURLがありますので、

これをクリックして申請フォームを開いてください。

「Web申請システム申請書作成」ボタンをクリック

すると左のような画面が開きますので、メール

アドレスを2回入力いただきます。

これ以降の手続きにおいて数回のメール送信があり

ますので、日常利用されるＰＣのメールアドレスを設

定してください。

※携帯メールは使用不可、フリーメールは推奨して

いません。

・申請フォームが開きましたら、必要事項を入力してく

ださい。

その後、個人特定、登録対象の判定を行い、結果を

メールでお送りします。

最長で１時間程度でメールが送信されますが、転居等

の情報を変更していないと個人特定に時間を要し、翌

営業日以降になる場合があります。

・「必須」となっている項目は入力してください。

入力が全て終了しましたら「申請」ボタンを押してくだ

さい。

入力内容確認フォームが開きますので、入力内容を確

認して間違いがなければ「はい」ボタンを押してくださ

い。



③「業務廃止届の送付通知」 が送信されます。

「業務廃止届の送付通知」には左のような業務廃止

届出書が添付されています。

内容のチェック、及び右上に署名・捺印を行い、

添付書類とともに簡易書留で郵送してください。
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